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概
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司
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は
じ
め
に

　
Ｅ
Ｕ（
1
）法は
加
盟
国
の
国
内
法
に
優
越
す
る
た（
2
）め、
国
内
法
が
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、
国
内
法
の
そ

の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
国
内
法
が
、
Ｅ
Ｕ
法
に
明
示
さ
れ
る
適
用
除
外
要
件
を
充
足
（
以
下
「
明
文
に
よ
る
適
用
除
外
要

件
」
と
い（
3
）う）
又
は
判
例
で
認
め
ら
れ
た
事
由
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
（
以
下
、
そ
の
事
由
を
「
正
当
化
事
由
」
と
い（
4
）う）、
か
つ
、
比
例
性
原
則

に
か
な
う
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
加
盟
国
の
国
内
法
及
び
そ
の
適
用
は
認
め
ら
れ
る
。

　
直
接
税
に
つ
い
て
は
、
そ
の
課
税
権
は
加
盟
国
に
留
保
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
法
に
よ
れ
ば
、
加
盟
国
は
、

原
則
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
法
を
遵
守
し
た
上
で
課
税
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
加
盟
国
の
国
内
法
が
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
場
合
に
は
、

当
該
国
内
法
の
適
用
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（
5
）い。

直
接
税
に
関
す
る
国
内
法
は
、
特
に
Ｅ
Ｕ
法
に
規
定
す
る
人
、
サ
ー
ビ
ス
及
び

資
本
の
自
由
移
動
の
原
則
に
適
合
し
な
い
と
し
て
争
わ
れ
る
こ
と
が
多（
6
）い。
自
由
移
動
の
原
則
と
加
盟
国
の
直
接
税
に
関
す
る
国
内
法
の

適
合
性
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
第
一
段
階
で
、
当
該
国
内
法
が
Ｅ
Ｕ
法
に
定
め
る
自
由
移
動
を
制
限
す
る
か
否
か
、
又
は
差

別
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
第
二
段
階
で
、
正
当
化
事
由
の
認
容
に
よ
り
当
該
国
内
法
が
正
当
化
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
を
判
断

し（
7
）、

最
後
に
、
当
該
国
内
法
が
そ
の
達
成
す
べ
き
目
的
に
対
し
て
必
要
な
範
囲
を
超
え
な
い
手
段
で
あ
る
か
ど
う
か
（
比
例
性
原
則
）
を

判
断
す
る
。

　
本
稿
で
は
、
加
盟
国
の
直
接
税
に
関
す
る
国
内
法
が
、
Ｅ
Ｕ
法
に
定
め
る
自
由
移
動
の
規
定
に
抵
触
す
る
も
の
と
し
て
争
わ
れ
た
事
件

に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
第
二
段
階
の
判
断
に
お
け
る
正
当
化
事
由
の
う
ち
、「
加
盟
国
の
税
制
の
一
貫（
8
）性」
事
由
を
取
り
上
げ
、

分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
事
由
は
、
直
接
税
に
係
る
事
件
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
最
初
に
認
め
ら
れ
た
事
由

で
あ
り
、
一
九
九
二
年
のBachm

ann

事
件
判（
9
）決で

認
め
ら
れ
た
。
税
制
の
一
貫
性
概
念
は
、
当
該
事
件
判
決
に
お
い
て
明
確
で
は
な
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く
、
そ
の
後
の
判
決
で
繰
り
返
し
検
討
さ
れ
て
き
た
）
10
（
が
、
二
〇
〇
八
年
のKrankenheim

事
件
判
）
11
（
決
前
ま
で
の
お
よ
そ
一
六
年
間
、
Ｅ

Ｕ
司
法
裁
判
所
は
加
盟
国
が
主
張
す
る
税
制
の
一
貫
性
事
由
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、Krankenheim

事
件
判
決
以
降
、
Ｅ

Ｕ
司
法
裁
判
所
は
再
び
当
該
事
由
を
認
容
す
る
判
断
を
い
く
つ
か
下
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
特
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
る
税
制
の
一
貫
性
事
由
の
認
容
再
開
が
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
の
変
化
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
証
を
中
心
に
、
税
制
一
貫
性
の
意
義
を
整
理
し
、
国
内
法
が
適
用
排
除
さ
れ
な
い
範
囲
を
探
り
、
Ｅ
Ｕ
法
と
加
盟

国
の
課
税
権
の
関
係
を
考
え
た
い
。

一
　
税
制
の
一
貫
性
概
念
の
変
遷

㈠
　Bachm
ann
事
件
判
決
（
一
九
九
二
年
一
月
二
八
日
司
法
裁
判
所
判
決
）

　Bachm
ann

（
以
下
「
Ｂ
氏
」
と
い
う
）
は
、
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
し
、
ド
イ
ツ
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
に
転
勤
し
た
労
働
者
で
あ
っ
た
。
Ｂ
氏
は
、

ド
イ
ツ
で
の
勤
務
期
間
中
に
、
ド
イ
ツ
の
保
険
会
社
と
生
命
保
険
契
約
（
医
療
・
死
亡
保
険
）
を
締
結
し
て
お
り
、
ベ
ル
ギ
ー
に
転
勤
後

も
当
該
ド
イ
ツ
の
保
険
会
社
に
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
た
。
ベ
ル
ギ
ー
の
所
得
税
法
五
四
条
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
の
相
互
保
険
会
社
に

支
払
っ
た
任
意
医
療
保
険
に
係
る
保
険
料
及
び
年
金
保
険
・
生
命
保
険
に
係
る
保
険
料
は
給
与
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｂ
氏
は
、
ド
イ
ツ
の
保
険
会
社
に
支
払
っ
た
保
険
料
の
控
除
を
ベ
ル
ギ
ー
の
税
務
当
局
に
否
認
さ
れ
た
た
め
、
当
該

法
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
四
八
条
（
労
働
者
の
自
由
移
動
）
等
に
反
す
る
と
し
て
ベ
ル
ギ
ー
の
国
内
裁
判
所
に
出
訴
し
た
と
こ
ろ
、
ベ
ル
ギ
ー

の
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
先
決
付
託
し
た
。

　
司
法
裁
判
所
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
所
得
税
法
五
四
条
は
、
労
働
者
の
自
由
移
動
を
制
限
す
る
も
の
と
判
断
し
た
が
、
加
盟
国
が
主
張
し
た
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税
制
の
一
貫
性
を
認
め
た
。
こ
れ
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
所
得
税
法
三
二
条
の
二
に
、
同
法
五
四
条
に
従
い
保
険
料
控
除
が
認
め
ら
れ
な
い
場

合
は
、
そ
の
保
険
契
約
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
る
保
険
金
等
は
課
税
し
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
保
険
料
の
控
除
と
保
険

0

0

0

0

0

0

0

0

0

契
約
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
る
保
険
金
等
に
課
税
す
る
こ
と
の
間
に
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（c onnection

）
が
存
在

0

0

0

す
る
。
…
…
そ
の
よ
う
な
租
税
制
度

に
お
い
て
は
、
課
税
所
得
か
ら
保
険
料
を
控
除
す
る
結
果
生
じ
る
歳
入
の
減
少
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
保
険
会
社
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
保
険
金
等
に
租
税

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
相
殺

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
保
険
料
が
控
除
さ
れ
な
い
場
合
は
、
保
険
金
等
に
は
租
税
は
課
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ

う
な
租
税
制
度
一
貫
性
及
び
加
盟
国
ご
と
の
制
度
は
、
他
の
加
盟
国
で
支
払
わ
れ
た
保
険
料
を
控
除
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
に
、
保
険
会
社
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
年
金
に
租
税
を
課
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。（
傍
点

）
12
（筆

者
）」
と
判
示
し
た
。

　
司
法
裁
判
所
は
続
け
て
、「
便
益
（
保
険
金
等
の
支
払
い
―
筆
者
注
）
が
保
証
さ
れ
る
以
外
に
契
約
国
に
お
い
て
支
払
わ
れ
た
保
険
料
の

損
金
算
入
を
認
め
る
こ
と
、
及
び
、
締
結
さ
れ
た
契
約
に
基
づ
い
て
保
険
会
社
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
保
険
金
等
に
租
税
を
課
す
こ
と
を

一
の
加
盟
国
に
認
め
る
こ
と
は
、
加
盟
国
間
の
租
税
条
約
の
存
在
に
よ
っ
て
実
行
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
解
決
方

法
は
、
そ
の
よ
う
な
条
約
又
は
（
共
同
体
レ
ベ
ル
に
お
け
る
―
筆
者
注
）
税
制
措
置
の
調
和
化
に
関
す
る
理
事
会
に
よ
る
採
択
に
よ
っ
て
の

み
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
共
同
体
法
下
で
、
租
税
制
度
一
貫
性
を
確
実
に
す
る
に
は
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
措
置

よ
り
も
（
共
同
体
法
を
―
筆
者
注
）
制
限
を
し
な
い
よ
う
な
措
置
を
採
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
…
…
問
題
と
な
っ
て
い
る
ベ
ル

ギ
ー
の
法
に
定
め
る
規
定
は
、
租
税
制
度
一
貫
性
を
維
持
す
る
必
要
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
四
八
条
に
反
し
な
）
13
（

い
。」

と
の
判
断
を
下
し
た
。㈡

　
直
接
的
な
関
連
性
要
件

1　

直
接
的
な
関
連
性

　Bachm
ann

事
件
判
決
に
よ
れ
ば
、
税
制
の
一
貫
性
は
、
加
盟
国
の
歳
入
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
た
め
に
租
税
の
減
免
と
課
税
は
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も
っ
ぱ
ら
同
一
の
課
税
管
轄
に
あ
る
べ
き
と
す
る
意
義
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
義
の
み
を
根
拠
と
し
て
税

制
の
一
貫
性
事
由
を
主
張
し
た
と
し
て
も
、
問
題
と
な
る
国
内
法
は
自
由
移
動
の
原
則
に
反
す
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
）
14
（

か
。

例
え
ば
、Verkooijen

事
件
判
）
15
（
決
に
お
い
て
は
、
外
国
法
人
か
ら
受
け
取
る
配
当
に
つ
い
て
は
配
当
控
除
が
認
め
ら
れ
ず
、
内
国
法
人
か

ら
受
け
取
る
配
当
に
つ
い
て
の
み
配
当
控
除
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
国
内
法
が
問
題
と
な
っ
た
。
配
当
控
除
の
趣
旨
は
、
法
人
税
と
所
得

税
の
二
重
課
税
の
排
除
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
主
と
し
て
配
当
控
除
と
い
う
租
税
の
減
免
と
前
ど
り
の
法
人
税
は
同
一
の
課
税
管
轄
で
生
じ

る
と
し
て
立
法
さ
れ
て
い
る
。
租
税
の
減
免
と
課
税
は
同
一
の
課
税
管
轄
に
あ
る
べ
き
と
す
る
意
義
に
照
ら
せ
ば
、
当
該
国
内
法
は
税
制

の
一
貫
性
を
事
由
と
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
い
て
税
制
の
一
貫
性
事
由
を
認
め
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
章
で
はBachm

ann

事
件
判
決
以
降
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
判
決
及
び
法
務
官
の
意
見
に
基
づ
き
税
制
一
貫
性
の

意
義
を
整
理
す
る
。

　
最
初
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
六
年
のAsscher

事
件
判
）
16
（
決
に
お
い
て
、Bachm

ann

事
件
判
決
に
基
づ
き
、
税
制
の
一
貫

性
を
認
め
る
た
め
に
は
、「
保
険
料
の
控
除
と
保
険
金
に
対
す
る
課
税
と
の
間
に
直
接
的
な
関
連
性

0

0

0

0

0

0

0

（direct link

）
が
必
要
で
あ
る
。
納

税
者
は
保
険
料
の
控
除
と
保
険
金
等
へ
の
課
税
又
は
保
険
料
を
控
除
し
な
い
こ
と
と
保
険
金
等
の
非
課
税
の
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
る
。

（
傍
点
筆
）
17
（

者
）」
と
判
示
し
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
そ
の
後
の
事
件
に
お
い
て
も
直
接
的
な
関
連
性
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
）
18
（

り
、

二
〇
〇
〇
年
のVerkooijen

事
件
判
決
以
降
そ
の
文
言
を
一
般
化
し
て
、「
租
税
上
の
便
益
の
付
与
と
租
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
当

該
便
益
の
相
殺
と
の
間
に
直
接
的
な
関
連
性
が
存
在
す
る
」
こ
と
を
、
税
制
の
一
貫
性
を
認
め
る
要
件
の
一
つ
と
し
て
用
い
る
場
合
も
あ

る
）
19
（

。
　
さ
ら
に
、Bachm

ann

事
件
判
決
の
射
程
を
厳
格
に
と
れ
ば
、
同
一
（
の
保
険
契
約
に
基
づ
く
）
取
引
の
場
合
に
直
接
的
関
連
性
が
存
在

す
る
と
い
え
よ
）
20
（

う
。
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2　

同
一
の
納
税
者
・
同
一
の
租
税

　
前
掲
のVerkooijen

事
件
判
決
に
お
い
て
、「
同
一
の
納
税
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
一
の
租
税
に
係
る
」
便
益
と
そ
の
相
殺

と
な
る
課
税
で
あ
る
こ
と
が
、
直
接
的
な
関
連
性
の
存
在
の
要
件
と
し
て
明
示
さ
れ
た
。Verkooijen

事
件
判
決
に
お
い
て
、
加
盟
国
は
、

配
当
控
除
は
経
済
的
二
重
課
税
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
内
国
法
人
の
株
式
を
保
有
す
る
個
人
株
主
に
配
当
控
除
を
認
め

る
便
益
と
当
該
内
国
法
人
が
国
内
で
法
人
税
に
服
す
る
こ
と
と
の
間
に
直
接
的
な
関
連
性
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、

配
当
控
除
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
便
益
を
享
受
す
る
者
は
個
人
株
主
で
あ
り
、
そ
の
便
益
を
相
殺
す
る
よ
う
な
租
税
を
課
さ
れ
る
者
は
株

式
を
発
行
す
る
法
人
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
個
人
株
主
に
対
す
る
配
当
控
除
は
所
得
税
に
関
す
る
控
除
で
あ
る
一
方
で
株
式
を
発
行
す
る

法
人
に
は
法
人
税
が
課
さ
れ
る
と
し
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
国
内
法
に
つ
い
て
加
盟
国
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
関
連
性
は
、
個
人
と
法

人
と
す
る
異
な
る
納
税
者
及
び
所
得
税
と
法
人
税
と
す
る
異
な
る
租
税
と
の
間
の
関
連
性
で
あ
っ
て
、
直
接
的
な
関
連
性
で
は
な
い
と
判

示
し
た
。
こ
れ
は
、Verkooijen

事
件
に
対
す
る
法
務
官
の
意
見
を
受
け
入
れ
た
判
断
で
あ
る
。
法
務
官
意
見
に
よ
れ
ば
、Bachm

ann

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
直
接
的
な
関
連
性
は
厳
格
で
あ
り
、
本
件
に
お
け
る
異
な
る
租
税
・
異
な
る
納
税
者
に
対
す
る
便
益
と
当
該
便
益

の
相
殺
と
な
る
よ
う
な
課
税
と
の
関
連
性
は
間
接
的
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
）
21
（
る
。

　
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
税
制
の
一
貫
性
概
念
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
直
接
的
な
関
連
性
は
、
便
益
と
当
該
便
益
を
相
殺
す
る

よ
う
な
課
税
が
同
一
の
課
税
管
轄
に
服
す
る
こ
と
の
み
を
要
件
と
す
る
の
で
は
な
く
、
同
一
の
納
税
者
・
同
一
の
租
税
に
か
か
る
こ
と
を

も
要
件
と
し
て
い
）
22
（

る
。

3　

租
税
条
約
適
用
下
で
の
相
互
関
係

　W
ielockx

事
件
判
）
23
（

決
は
、
個
人
事
業
主
（
理
学
療
法
士
）
で
あ
る
非
居
住
者
の
支
払
う
年
金
掛
金
の
必
要
経
費
算
入
は
認
め
ら
れ
な
い

が
、
居
住
者
の
支
払
う
年
金
掛
金
の
必
要
経
費
算
入
は
認
め
ら
れ
る
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
国
内
法
が
問
題
と
な
り
、
本
件
は
一
見
す
る
と
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事
実
関
係
はBachm

ann

事
件
判
決
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。Bachm

ann

事
件
判
決
と
異
な
る
点
は
、
年
金
掛
金
の
支
払
先

は
外
国
法
人
で
は
な
く
内
国
法
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。W

ielockx

の
居
住
地
国
で
あ
る
ベ
ル
ギ
ー
と
オ
ラ
ン
ダ
の
租
税
条
約
に
よ

れ
ば
、
専
門
的
職
業
の
実
施
が
固
定
事
業
所
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
当
該
職
業
の
実
施
に
よ
り
生
じ
る
所
得
は
そ
の
固
定
事
業
所
の
所

在
地
国
で
課
税
さ
れ
、
ま
た
年
金
収
入
は
、
居
住
地
国
で
課
税
さ
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

租
税
条
約
に
よ
れ
ば
、
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
支
払
わ
れ
た
年
金
掛
金
は
、
支
払
っ
た
者
が
居
住
者
、
非
居
住
者
を
問
わ
ず
、
そ
の
管

轄
内
で
そ
の
掛
金
の
必
要
経
費
算
入
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
及
び
当
該
締
約
国
は
、
年
金
掛
金
を
支
払
っ
た
者
が
非
居
住
者
で
あ
る
場
合
、

当
該
非
居
住
者
が
受
け
る
年
金
収
入
に
課
税
し
な
い
が
、
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
支
払
っ
た
掛
金
の
必
要
経
費
算
入
が
認
め
ら
れ
た
一

方
の
締
約
国
の
居
住
者
に
係
る
年
金
収
入
に
は
課
税
で
き
る
。
税
制
の
一
貫
性
は
、
同
一
の
者
に
関
す
る
掛
金
の
必
要
経
費
算
入
と
年
金

収
入
へ
の
課
税
と
の
間
の
厳
密
な
相
互
関
係
（strict correlation

）
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
締
約
国
間
に
適
用
さ
れ
る

ル
ー
ル
の
相
互
関
係
（reciprocity

）
の
レ
ベ
ル
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
税
制
一
貫
性
が
他
の
加
盟
国
と
締
結
し
た
二
国
間
条
約
に
よ
っ

て
補
償
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、（
国
内
法
レ
ベ
ル
で
は
―
筆
者
注
）
当
該
原
則
は
働
か
な
い
だ
ろ
）
24
（

う
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
こ
の
よ
う

に
判
示
し
、
税
制
の
一
貫
性
を
維
持
す
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
政
府
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
判
断
は
、
年
金
掛
金
の

必
要
経
費
算
入
と
い
う
便
益
に
つ
い
て
は
加
盟
国
の
国
内
法
に
、
当
該
便
益
を
相
殺
す
る
よ
う
な
課
税
に
つ
い
て
は
租
税
条
約
に
、
そ
れ

ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、Bachm

ann

事
件
判
決
に
お
い
て
は
便
益
と
そ
の
相
殺
の
関
係
が

国
内
法
の
み
に
依
拠
す
る
一
方
で
、W

ielockx

事
件
判
決
に
お
い
て
は
国
内
法
と
租
税
条
約
の
定
め
に
し
た
が
う
こ
と
に
な
）
25
（

る
。

W
ielockx

事
件
判
決
は
、
経
済
的
又
は
社
会
的
関
連
性
で
は
な
く
法
的
な
直
接
的
関
連
性
に
つ
い
てBachm

ann

事
件
判
決
よ
り
も
そ

の
範
囲
を
狭
く
厳
格
に
捉
え
て
い
る
と
い
え
よ
）
26
（
う
。
す
な
わ
ち
、
税
制
の
一
貫
性
事
由
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ

司
法
裁
判
所
に
お
け
る
税
制
の
一
貫
性
概
念
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
直
接
的
な
関
連
性
は
、
国
内
法
の
み
に
し
た
が
っ
て
便
益
と
課

税
の
関
係
を
律
す
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
）
27
（
る
。W

ielockx

事
件
判
決
の
よ
う
に
、
租
税
条
約
に
し
た
が
え
ば
そ
の
課
税
権
を
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放
棄
し
た
の
だ
か
ら
国
内
法
の
税
制
一
貫
性
を
維
持
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
判
断
は
、
そ
の
後
の
Ｘ
及
び
Ｙ
事
件
判
）
28
（
決
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会

対
ド
イ
ツ
事
件
判
決
（
二
〇
〇
九
）
29
（

年
）
な
ど
に
お
い
て
踏
襲
さ
れ
て
い
）
30
（

る
。

4　

国
内
法
の
論
理
的
対
称
性

　
二
〇
〇
八
年
のKrankenheim

事
件
判
決
は
、
最
初
に
税
制
の
一
貫
性
事
由
が
認
め
ら
れ
たBachm

ann

事
件
判
決
か
ら
お
よ
そ
一

六
年
ぶ
り
に
当
該
事
由
が
認
め
ら
れ
た
判
決
で
あ
る
。Krankenheim

事
件
判
決
は
、
後
に
国
外
の
恒
久
的
施
設
（
以
下
「
Ｐ
Ｅ
」
と
い

う
）
に
お
い
て
所
得
が
生
じ
た
時
に
リ
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
す
る
（
ド
イ
ツ
で
控
除
し
た
損
失
の
累
計
金
額
を
限
度
と
し
て
、
当
該
Ｐ
Ｅ
の
所
得
を
ド

イ
ツ
本
店
の
所
得
と
合
算
課
税
す
る
）
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
Ｐ
Ｅ
で
生
じ
た
損
失
を
ド
イ
ツ
で
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
ド

イ
ツ
の
国
内
法
が
問
題
と
な
っ
た
。
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
Ｐ
Ｅ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
所
在
し
て
お
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
関
係
す
る
法

に
よ
れ
ば
、
Ｐ
Ｅ
で
生
じ
た
損
失
の
繰
越
控
除
は
で
き
ず
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
租
税
条
約
に
よ
れ
ば
、
一
方
の
締
約
国

に
所
在
す
る
事
業
の
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
す
る
所
得
は
、
当
該
締
約
国
が
租
税
を
課
す
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、「
…
…
本
件
で

問
題
と
な
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
租
税
制
度
に
定
め
ら
れ
た
合
算
は
、
最
初
に
ド
イ
ツ
で
損
失
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
と
切
り
離
す
こ
と
は
で

き
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
法
人
の
居
住
地
国
が
課
税
権
を
有
し
な
い
他
の
加
盟
国
に
所
在
す
る
Ｐ
Ｅ
を
有
す
る
法
人
の
場
合
、

当
該
合
算
は
、
論
理
的
対
称
性

0

0

0

0

0

0

（a logical sym
m
etry

）
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
租
税

制
度
に
お
け
る
二
つ
の
要
素
間
（
損
失
の
合
算
と
そ
の
後
の
所
得
の
合
算
―
筆
者
注
）
に
は
、
直
接
的
、
人
的
及
び
物
的
な
関
連
性
が
存
在
し
、

当
該
合
算
は
先
に
付
与
さ
れ
た
損
失
の
控
除
を
論
理
的
に
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
。（
傍
点
筆
）
31
（
者
）」
と
判
示
し
、
問
題
の
国
内
法
は
税
制

の
一
貫
性
事
由
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
と
結
論
づ
け
た
。
当
該
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
問
題
と
な
る
国
内
法
は
損
失
と
そ

れ
に
相
当
す
る
所
得
を
合
算
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
租
税
条
約
に
よ
れ
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
Ｐ
Ｅ
で

生
じ
た
所
得
は
、
ド
イ
ツ
す
な
わ
ち
本
店
の
居
住
地
で
あ
る
加
盟
国
で
租
税
は
課
さ
れ
ず
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
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損
失
と
所
得
の
合
算
は
論
理
的
対
称
性
を
有
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
当
該
国
内
法
は
、
直
接
的
、
人
的
及
び
物
的
な
関
連
性
が
存
在

す
る
と
し
て
い
る
。

　
Ｋ
事
件
判
）
32
（
決
に
お
い
て
は
、
直
接
的
関
連
性
よ
り
も
論
理
的
対
称
性
概
念
は
拡
大
、
す
な
わ
ち
、
税
制
の
一
貫
性
事
由
が
認
め
ら
れ
る

範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
）
33
（
る
。
Ｋ
事
件
判
決
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
居
住
者
は
原
則
と
し
て
資
産
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
と

キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
は
通
算
で
き
る
が
、
国
外
に
所
在
す
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
居
住
者
が
有
す
る
不
動
産
の
売
却
に
よ
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
は

通
算
で
き
な
い
と
す
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
国
内
法
が
問
題
と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
次
の
と
お
り
判
示
し
た
。
仮
に
フ
ラ
ン
ス

と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
租
税
条
約
が
無
視
さ
れ
る
場
合
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
所
在
す
る
資
産
の
売
却
か
ら
生
じ
る
所
得
に
課

税
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
租
税
法
を
考
慮
し
た
上
で
フ
ラ
ン
ス
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
租

税
条
約
を
適
用
す
る
結
果
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
所
在
す
る
固
定
資
産
の
売
却
に
よ
り
生
じ
た
所
得
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
課
税
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
課
税
を
免
れ
）
34
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
所
在
す
る
資
産
の
売
却
損
失
を
生
じ
さ
せ
た
居
住
者

で
あ
る
納
税
者
が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
当
該
損
失
を
考
慮
で
き
な
い
と
い
う
条
件
の
下
で
、
当
該
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
制
度
は
、
論
理
的
対

称
性
を
反
映
し
て
い
）
35
（
る
。
本
件
の
問
題
の
制
度
が
追
求
す
る
目
的
を
考
慮
す
る
と
、
同
一
の
納
税
者
及
び
同
一
の
租
税
で
あ
る
場
合
、
租

税
上
の
便
益
す
な
わ
ち
投
資
資
産
か
ら
生
じ
た
損
失
を
考
慮
す
る
こ
と
と
当
該
投
資
の
利
得
に
租
税
を
課
す
こ
と
と
の
間
に
直
接
的
関
連

性
が
存
在
す
）
36
（
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
同
一
の
納
税
者
か
つ
同
一
の
租
税
で
あ
る
と
す
る
二
つ
の
条
件
は
関
連
性
の
存
在
を
立
証
す
る

た
め
に
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
37
（

い
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に

判
示
し
、
問
題
の
国
内
法
は
税
制
の
一
貫
性
事
由
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
と
結
論
づ
け
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
こ
れ
ま
で
「
同
一
の

納
税
者
か
つ
同
一
の
租
税
」
は
直
接
的
関
連
性
の
重
要
な
要
素
を
構
成
す
る
と
判
断
し
て
き
た
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
問
題
の
税
制
を
適

用
す
る
こ
と
に
よ
る
便
益
又
は
そ
れ
を
相
殺
す
る
課
税
と
の
間
の
関
連
性
が
必
要
で
あ
る
と
も
判
断
し
て
い
る
。
Ｋ
事
件
判
決
に
お
け
る

問
題
の
国
内
法
は
、
資
産
性
所
得
は
単
一
税
率
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
の
通
算
を
認
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め
る
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
の
両
者
と
も
租
税
に
服
す
る
こ
と
か
ら
、
論
理
的
対
称
性
を

有
す
る
と
判
断
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、Krankenheim

事
件
判
決
は
、
Ｐ
Ｅ
の
損
失
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
そ
の

後
の
合
算
も
な
さ
れ
ず
、
損
失
の
考
慮
と
合
算
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
関
連
性
を
有
す
る
が
、
Ｋ
事
件
判
決
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ

ス
を
考
慮
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
、
そ
の
後
の
（
又
は
事
前
の
）
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
へ
の
課
税
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、N

eyt

氏
とPeeters

氏
に
よ
れ
ば
、
Ｋ
事
件
判
決
に
お
け
る
論
理
的
対
称
性
は
、
同
じ
コ
イ
ン
の
表
と
裏
の
関
係
、

す
な
わ
ち
、
不
動
産
の
売
却
に
よ
っ
て
利
得
（
コ
イ
ン
の
表
）
又
は
損
失
（
コ
イ
ン
の
裏
）
が
生
じ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
表
現
さ
れ

て
い
）
38
（

る
。
ま
た
、
便
益
と
そ
れ
を
相
殺
す
る
課
税
と
の
間
の
直
接
的
関
連
性
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
を
控
除
す
る
便
益

は
存
在
す
る
が
当
該
便
益
を
相
殺
す
る
よ
う
な
課
税
は
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
不
動
産
を
売
却
す
れ
ば
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
又
は

キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
を
控
除
す
る
便
益
と
後
に
（
又
は
以
前
に
）
生
じ
る
他
の
資
産

の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
に
課
税
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
、Bachm

ann

事
件
判
決
に
よ
る
同
一
の
契
約

に
基
づ
く
便
益
と
課
税
の
間
の
直
接
的
関
連
性
か
ら
掛
け
離
れ
て
お
り
、
便
益
又
は
そ
れ
を
相
殺
す
る
課
税
の
い
ず
れ
か
が
起
こ
る
蓋
然

性
が
低
い
と
し
て
直
接
的
関
連
性
が
存
在
し
な
い
と
判
断
さ
れ
たW

eidert and Pailus

事
件
判
）
39
（
決
及
び
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事

件
判
決
（
二
〇
〇
六
）
40
（

年
）、
並
び
に
便
益
が
過
大
で
あ
る
と
し
て
直
接
的
関
連
性
が
存
在
し
な
い
と
判
断
さ
れ
たH

ollm
ann

事
件
判
）
41
（

決
と

も
整
合
し
な
い
。
さ
ら
に
、
租
税
条
約
に
基
づ
き
フ
ラ
ン
ス
に
所
在
す
る
不
動
産
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
に
対
し
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
課

税
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
当
該
資
産
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
を
通
算
し
な
い
こ
と
と
の
間
に
直
接
的
関
連
性
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
判
断
は
、
上
述
のW

ielockx

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
直
接
的
関
連
性
に
関
す
る
判
断
と
矛
盾
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈢
　
国
内
法
の
目
的
要
件

　
個
人
の
出
国
税
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
）
42
（
決
に
お
い
て
、
税
制
の
一
貫
性
に
関
す
る
オ
ラ
ン
ダ
政
府
の
主
張
は
問
題
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の
国
内
法
の
追
求
す
る
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
問
題
と
な
っ
た
出
国
税
を
規
定
す
る
国
内

法
の
目
的
を
検
討
し
、
そ
の
目
的
を
考
慮
し
て
も
税
制
の
一
貫
性
事
由
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
）
43
（

た
。
そ
の
後
、
多
く
の
判

決
）
44
（

で
、
問
題
と
な
る
国
内
法
の
追
求
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
税
制
の
一
貫
性
を
検
証
し
て
い
る
。

　
国
内
源
泉
配
当
に
は
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
控
除
方
式
が
適
用
さ
れ
る
が
、
国
外
源
泉
配
当
に
は
当
該
方
式
が
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る

国
内
法
が
問
題
と
な
っ
たM

anninen

事
件
判
）
45
（

決
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
無
制

限
納
税
義
務
に
服
す
る
株
主
に
付
与
さ
れ
る
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
控
除
は
、
配
当
を
行
う
法
人
の
所
在
す
る
加
盟
国
に
当
該
法
人
が
支

払
う
法
人
税
を
参
照
し
て
計
算
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
た
と
え
税
制
上
の
優
遇
措
置
と
そ
れ
を
相
殺
す
る
課
税
と
の
間
に
関
連
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
存
在
し
て
も

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
よ
う
な
立
法
は
税
制
の
一
貫
性
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
は
な
い
よ
う
で
あ
）
46
（
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
税
法
が
追

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

求
す
る
目
的
を
考
慮
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
税
制
の
一
貫
性
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
株
主
に
付
与
さ
れ
た
租
税
上
の
便
益
と
法
人
税
課
税
と
の
相
関
関
係
が
維
持
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
限
り
保
証
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
場
合
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
無
制
限
納
税
義
務
に
服
し
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
所
在
す
る
会
社
の

株
式
を
有
す
る
株
主
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
所
在
す
る
法
人
に
課
さ
れ
る
法
人
税
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
た
金
額
の
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ

ン
控
除
を
認
め
る
こ
と
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
税
制
の
一
貫
性
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
く
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
租
税
法
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
措
置
よ
り
も
資
本
の
自
由
移
動
を
制
限
し
な
い
措
置
を
構
成
す
る
だ
ろ
）
47
（

う
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
税
法
が
追
求
す
る
目
的
は
、
配
当
の
形

で
分
配
さ
れ
る
所
得
に
対
す
る
二
重
課
税
を
回
避
す
る
こ
と
で
あ
り
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
無
制
限
納
税
義
務
に
服
す
る
者
に
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
法
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
配
当
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
税
額
控
除
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
）
48
（

る
。
Ｅ
Ｕ

司
法
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に
判
示
し
、
税
制
一
貫
性
事
由
に
よ
る
問
題
の
租
税
法
の
正
当
性
を
認
め
な
か
っ
た
。

　M
anninen

事
件
判
決
に
よ
れ
ば
、
租
税
上
の
便
益
と
そ
れ
を
相
殺
す
る
課
税
と
の
間
に
関
連
性
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
税
制

の
一
貫
性
事
由
に
よ
っ
て
問
題
の
税
制
が
正
当
化
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
国
内
法
の
追
求
す
る

目
的
に
照
ら
し
て
税
制
の
一
貫
性
を
判
断
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
問
題
の
税
制
が
追
求
す
る
目
的
税
制
の
一
貫
性
事
由
の
構
成
要
素
と
し
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て
の
関
連
性
に
基
づ
く
判
断
基
準
と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
よ
）
49
（
う
。

　
ま
た
、
前
掲
の
Ｋ
事
件
判
決
に
お
い
て
、「
本
件
の
問
題
の
制
度
が
追
求
す
る
目
的
を
考
慮
す
る
と
、
…
…
に
直
接
的
関
連
性
が
存
在

す
る
。」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
を
見
る
に
、
直
接
的
関
連
性
要
件
と
国
内
法
の
目
的
要
件
は
並
列
の
関
係
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

二
　
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
判
例
の
分
析

㈠
　
租
税
条
約
の
適
用
が
関
係
す
る
判
例

1　

概　

要

　
Ｅ
Ｕ
法
に
定
め
る
自
由
移
動
の
原
則
に
抵
触
す
る
よ
う
な
加
盟
国
の
国
内
法
が
、
税
制
の
一
貫
性
事
由
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
う
る
か
ど

う
か
の
判
断
は
、
前
章
で
整
理
し
た
と
お
り
、
直
接
的
関
連
性
の
有
無
又
は
直
接
的
関
連
性
が
存
在
す
る
場
合
で
も
国
内
法
の
追
求
す
る

目
的
に
照
ら
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
直
接
的
関
連
性
の
判
断
に
お
い
て
、
租
税
条
約
の
規
定
が
関
係
す
る
判
例
の
分
析
を
行
う
。

2　

Bachm
ann

事
件
判
決
の
評
価

　
前
掲
のBachm

ann

事
件
判
決
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
六
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
国
間
の
す
べ
て
の
二
国
間
関
係
に
つ
い
て
、
二
国
間
条
約

が
（
ほ
ぼ
一
様
）
50
（
に
）
存
在
し
な
い
限
り
、
当
該
租
税
条
約
は
一
貫
性
の
議
論
に
ほ
と
ん
ど
関
連
性
が
な
い
と
判
断
し
、
か
つ
、
共
同
体
レ

ベ
ル
で
の
対
応
の
み
が
、
一
貫
性
の
議
論
を
国
内
的
状
況
か
ら
国
際
的
状
況
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
裁

判
所
は
、
ベ
ル
ギ
ー
と
ド
イ
ツ
間
の
二
国
間
租
税
条
約
の
存
在
を
ベ
ル
ギ
ー
の
税
制
の
一
貫
性
を
否
定
す
る
理
由
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
。
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Bachm
ann

事
件
判
決
に
対
し
て
は
、
税
制
一
貫
性
概
念
を
明
確
に
示
し
て
い
な
）
51
（
い
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
的
・
制
限
的
な
国
内
法
を
正
当
化

し
て
し
ま
う
懸
念
が
あ
）
52
（

る
、
及
び
租
税
条
約
の
効
果
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
）
53
（

い
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
租
税
条
約
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
批
判
に
対
し
て
は
、
若
干
の
意
見
を
有
す
る
。Asscher

事
件
判
決
パ
ラ
グ
ラ
フ

五
八
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
はBachm

ann

事
件
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
ベ
ル
ギ
ー
の
国
内
法
は
、「
納
税
者
が
保
険
料
の
控
除

と
保
険
金
へ
の
課
税
と
い
う
課
税
関
係
、
又
は
保
険
料
を
控
除
し
な
い
こ
と
と
保
険
金
非
課
税
と
い
う
課
税
関
係
の
い
ず
れ
か
を
選
択
で

き
）
54
（
る
」
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
判
示
し
た
。Verkooijen

事
件
に
対
す
る
法
務
官
の
意
見
はAsscher

事
件
判
決
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
八
に

加
え
て
、Bachm

ann
事
件
判
決
に
お
い
て
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
す
る
保
険
会
社
で
あ
る
場
合
の
み
保
険
金
に
課
税
し
保
険
料
を
控
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
国
内
法
が
正
当
化
さ
れ
た
と
述
べ
）
55
（
た
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
し
な
い
保
険
会
社
に
保
険
料
を
支
払
え
ば
、

支
払
者
が
居
住
者
で
あ
ろ
う
が
非
居
住
者
で
あ
ろ
う
が
保
険
料
は
控
除
さ
れ
ず
、
保
険
金
も
非
課
税
と
な
る
。
他
方
、
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在

す
る
保
険
会
社
に
保
険
料
を
支
払
う
場
合
、
居
住
者
、
非
居
住
者
を
問
わ
ず
保
険
料
の
控
除
を
認
め
、
保
険
金
も
課
税
対
象
と
な
る
。
こ

こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
す
る
保
険
会
社
に
保
険
料
を
支
払
う
非
居
住
者
の
保
険
金
に
対
す
る
課
税
関
係
で
あ
る
。

仮
に
租
税
条
約
に
保
険
金
の
課
税
権
は
居
住
地
国
の
み
が
有
す
る
規
定
が
あ
る
場
合
、
ベ
ル
ギ
ー
は
当
該
非
居
住
者
が
受
領
す
る
保
険
金

に
課
税
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ギ
ー
は
自
ら
合
意
に
よ
り
そ
の
よ
う
な
租
税
条
約
を
締
結
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
結
果

も
た
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
歳
入
減
少
を
根
拠
と
す
る
税
制
一
貫
性
は
当
然
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、Bachm

ann

事
件
判
決

に
お
い
て
は
、
租
税
条
約
を
考
慮
し
な
か
っ
た
こ
と
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

3　

W
ielockx

事
件
判
決
の
影
響

　W
ielockx

事
件
判
決
は
、
税
制
の
一
貫
性
の
判
断
を
国
内
法
レ
ベ
ル
か
ら
関
係
す
る
加
盟
国
間
に
お
け
る
二
国
間
租
税
条
約
の
レ
ベ

ル
に
シ
フ
ト
し
た
と
い
う
点
で
、Bachm

ann

事
件
判
決
の
判
断
を
変
更
し
た
と
い
え
よ
）
56
（
う
。
ま
た
、Bachm

ann

事
件
判
決
で
示
さ
れ
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た
す
べ
て
の
加
盟
国
が
同
様
の
租
税
条
約
を
二
国
間
で
締
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実
は
、
も
は
や
重
要
視
さ
れ
て
い
な
）
57
（
い
。

W
ielockx

事
件
判
決
は
、Bachm

ann

事
件
判
決
に
対
す
る
批
判
を
考
慮
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
）
58
（

る
。
租
税
条
約
レ
ベ
ル
で
税
制
の

一
貫
性
を
検
討
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
Ｘ
及
び
Ｙ
事
件
判
決
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ド
イ
ツ
事
件
判
決
（
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
で
採
用
さ
れ
て

い
る
が
、
近
年
当
該
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
な
い
判
例
が
増
え
て
い
る
。
特
に
、
出
国
時
課
税
制
度
に
関
す
る
事
件
（
Ｎ
事
件
判
）
59
（
決
、

N
ational G

rid 
事
件
判
）
60
（

決
、
Ｄ
Ｍ
Ｃ
事
件
判
）
61
（

決
）
に
そ
の
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
直
近
で
言
え
ば
、
Ｋ
事
件
判
決
も
同
じ

傾
向
を
示
し
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
、
Ｋ
事
件
判
決
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
租
税
条
約
に
基
づ
く
判
断
を
明
示
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、W

ielockx

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
直
接
的
関
連
性
に
関
す
る
判
断
を
用
い
て
い
な
い
。

㈡
　
国
外
の
損
失
の
取
扱
い
に
関
係
す
る
判
例

1　

国
外
で
生
じ
た
損
失
に
関
す
る
判
例

　
問
題
と
な
る
国
内
法
の
「
論
理
的
対
称
性
」
を
根
拠
と
し
て
、
税
制
の
一
貫
性
の
認
否
が
判
断
さ
れ
た
事
件
の
う
ち
、
国
外
で
生
じ
た

損
失
に
関
す
る
裁
判
例
が
三
件
あ
る
。
前
述
のKrankenheim

事
件
判
決
、
Ｋ
事
件
判
決
及
びTim

ac Agro D
eutschland

事
件
判
）
62
（

決

で
あ
る
。

　Krankenheim

事
件
判
決
で
突
然
「
論
理
的
対
称
性
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
税
制
の
一

貫
性
事
由
が
検
討
さ
れ
た
裁
判
例
で
は
な
い
が
、
国
外
の
Ｐ
Ｅ
で
生
じ
た
損
失
を
本
店
の
課
税
所
得
に
合
算
し
て
申
告
し
た
と
こ
ろ
、
税

務
当
局
に
否
認
さ
れ
た
た
め
争
い
に
な
っ
たLidl Belgium

事
件
判
）
63
（

決
に
お
い
て
、
加
盟
国
が
主
張
し
た
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
均
衡

あ
る
配
分
維
持
事
由
及
び
損
失
の
二
重
控
除
防
止
事
由
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、「
二
国
間
租
税
条
約
が
存
在
し
な
い
場
合
、

本
件
の
事
実
に
照
ら
し
て
、
こ
れ
ら
の
正
当
化
事
由
の
う
ち
最
初
の
事
由
（
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
均
衡
配
分
―
筆
者
注
）
に
つ
い
て
、
恒
久

的
施
設
が
属
す
る
会
社
の
登
記
上
の
事
務
所
が
所
在
す
る
加
盟
国
は
、
そ
の
よ
う
な
事
業
体
で
生
じ
る
所
得
に
課
税
す
る
権
限
を
有
す
る
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こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
租
税
条
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
関
係
す
る
二
国
間
の
課
税
権
の
均
衡
配
分
を
維
持
す
る
目
的
は
、
所

得
に
対
す
る
課
税
と
損
失
を
控
除
す
る
権
利
と
の
間
の
対
称
性
（sym

m
etry

）
を
保
護
す
る
こ
と
か
ら
、
本
件
に
お
け
る
問
題
の
国
内
法

を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
）
64
（
る
」
と
判
示
し
た
。
こ
のLidl Belgium

事
件
判
決
を
参
考
に
し
て
、Krankenheim

事
件
判
決
は
「
論

理
的
対
称
性
」
と
い
う
文
言
を
用
い
た
と
言
わ
れ
て
い
）
65
（
る
。Lang

教
授
は
、「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
二
件
の
Ｐ
Ｅ
に
関
す
る
事
件
に

お
い
て
、「
対
称
性
」
と
い
う
文
言
が
重
要
と
な
）
66
（

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　Krankenheim
事
件
判
決
の
前
ま
で
、Bachm

ann

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
税
制
一
貫
性
概
念
は
、Verkooijen

事
件
判
決
（
同
一
の

者
・
同
一
の
租
税
）、W

ielockx

事
件
判
決
（
租
税
条
約
の
適
用
）、
及
びM

anninen

事
件
判
決
（
国
内
法
の
追
求
す
る
目
的
）
に
よ
っ
て
、

よ
り
厳
格
に
解
釈
さ
れ
て
き
）
67
（
た
。Krankenheim

事
件
判
決
に
お
い
て
も
、W

ielockx

事
件
判
決
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
れ
ば
、
ド

イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
租
税
条
約
に
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
は
Ｐ
Ｅ
所
在
地
国
で
課
税
す
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
店
の
居
住
地
国
ド

イ
ツ
は
Ｐ
Ｅ
に
対
す
る
課
税
権
を
放
棄
し
た
こ
と
に
な
り
、
税
制
の
一
貫
性
を
事
由
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
え
よ
）
68
（
う
。

　Krankenheim

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
「
論
理
的
対
称
性
」
は
、Lidl Belgium

事
件
判
決
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
し
た
が
、
そ
の

Lidl Belgium

事
件
判
決
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
グ
ル
ー
プ
リ
リ
ー
フ
制
度
が
問
題
と
な
っ
たM

arks &
 Spencer

事
件
判

決
）
69
（

に
言
及
し
て
い
る
。
国
外
子
会
社
の
損
失
に
関
す
るM

arks &
 Spencer

事
件
判
決
も
Ｐ
Ｅ
の
損
失
に
関
す
るLidl Belgium

事
件

判
決
も
、
税
制
の
一
貫
性
事
由
を
争
点
に
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
の
法
務
官
意
見
に
お
い
て
、
税
制

の
一
貫
性
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
）
70
（

る
。
法
務
官M

aduro

は
、「
税
制
一
貫
性
概
念
は
共
同
体
法
に

お
い
て
重
要
な
是
正
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
原
則
と
し
て
、
租
税
制
度
の
秩
序
は
加
盟
国
の
唯
一
の
権
限
で
あ
り
、
そ
の
租
税
制
度
の

対
す
る
共
同
体
の
自
由
の
原
則
の
拡
大
の
影
響
を
是
正
す
る
こ
と
に
有
用
で
あ
る
。
実
際
に
、
自
由
移
動
の
原
則
の
適
用
が
、
国
内
の
税

制
の
内
部
論
理
に
対
す
る
不
当
な
干
渉
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
税
制
の
概
念
は
各
加
盟
国
の

問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
明
ら
か
に
加
盟
国
は
税
制
の
完
全
性
と
公
平
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
正
当
な
関
係
を
有
す
る
。
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し
か
し
、
そ
の
概
念
が
域
内
市
場
の
文
脈
で
、
追
求
さ
れ
る
目
的
に
対
し
て
発
展
す
る
論
理
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
国
家
の
状
況
や
事
業
者
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
租
税
制
度
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
税
制

の
一
貫
性
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
機
能
は
、
域
内
市
場
の
文
脈
で
、
加
盟
国
の
租
税
制
度
の
統
合
を
妨
げ
な
い
限
り
、
加
盟
国
の
租
税
制

度
の
完
全
性
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
）
71
（
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。Lang

教
授
は
、
法
務
官M

aduro

の
意
見
は
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
こ
れ
ま

で
発
展
さ
せ
て
き
た
基
準
を
再
定
義
又
は
緩
和
し
て
、
国
外
の
損
失
が
そ
の
発
生
し
た
国
に
お
け
る
同
等
の
取
扱
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

の
み
、
税
制
一
貫
性
事
由
は
認
め
ら
れ
る
と
結
論
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
）
72
（
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
法
務
官
意
見
と
同
様

の
結
論
に
達
し
た
が
、
一
貫
性
と
い
う
文
言
は
明
示
し
な
か
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
意
図
的
に
一
貫
性
と
い
う
文
言
の
使
用
を
控
え

た
と
言
わ
れ
て
い
）
73
（
る
。Lang
教
授
は
、
正
当
化
事
由
と
し
て
の
税
制
の
一
貫
性
に
係
る
判
例
法
の
変
更
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
と
い
う
法
務
官M

aduro
の
意
見
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
納
得
し
た
こ
）
74
（

と
、
ま
た
税
制
一
貫
性
と
い
う
漠
然
と
し
た
概
念
を
更
に

発
展
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
す
べ
て
の
裁
判
官
に
よ
る
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
こ
）
75
（
と
が
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

M
arks &

 Spencer

事
件
判
決
ま
で
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
り
唯
一
認
め
ら
れ
た
正
当
化
事
由
で
あ
る
税
制
の
一
貫
性
は

Bachm
an

事
件
判
決
で
導
入
さ
れ
、
そ
の
後W

ielocks

事
件
判
決
及
びVerkooijen

事
件
判
決
で
再
定
義
さ
れ
制
限
さ
れ
て
お
）
76
（
り
、
こ

の
狭
め
ら
れ
た
税
制
の
一
貫
性
概
念
で
は
、M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
に
お
け
る
英
国
の
制
度
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
）
77
（

ず
、
一

貫
性
概
念
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
判
例
変
更
が
必
要
と
な
り
、
大
法
廷
判
決
で
あ
る
本
判
決
の
裁
判
官
す
べ
て
の
合
意
を
得
る
の
は
困
難

で
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、Lang

教
授
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
明
示
的
に
税
制
の
一
貫
性
を
用
い
な
か
っ
た
が
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
が
法
務

官
の
結
論
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
均
衡
配
分
維
持
、
損
失
の
二
重
控
除
防
止
及
び
租
税
回
避
防
止
と
い
う
三

つ
の
正
当
化
事
由
と
税
制
一
貫
性
維
持
事
由
は
置
き
換
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
）
78
（

る
。D

ürrschm
idt

博
士
も
、M

arks &
 

Spencer

事
件
判
決
が
下
さ
れ
た
直
後
に
、「
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
ま
で
は
税
制
の
一
貫
性
事
由
の
認
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容
を
か
な
り
制
限
し
て
い
た
が
、M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
で
は
『
一
貫
性
』
と
い
う
文
言
を
明
示
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

今
後
多
く
の
判
決
で
税
制
の
一
貫
性
事
由
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
）
79
（

う
」
と
述
べ
て
い
る
。

2　

M
arks &

 Spencer

事
件
判
決
の
位
置
づ
け

　M
arks &

 Spencer

事
件
は
、
英
国
以
外
の
国
に
所
在
す
る
子
会
社
は
グ
ル
ー
プ
リ
リ
ー
フ
制
度
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
英
国

の
国
内
法
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
①
損
失
を
移
転
す
る
こ
と
は
、
親
会
社
の
居
住
地
国
又
は
子
会
社
の

居
住
地
国
の
い
ず
れ
か
一
方
で
は
課
税
ベ
ー
ス
が
増
加
し
、
他
方
で
は
課
税
ベ
ー
ス
が
減
少
す
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
か
の
国
を
選
択
し

て
す
る
損
失
控
除
の
権
利
を
法
人
に
与
え
る
こ
と
は
、
異
な
る
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
の
均
衡
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
、
②

加
盟
国
は
損
失
が
二
度
使
用
さ
れ
る
危
険
性
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
③
税
率
の
低
い
国
か
ら
高
い
国
へ
の
損
失
の
移
転
は
、
税
率

の
差
異
を
利
用
し
た
租
税
回
避
で
あ
り
、
加
盟
国
は
こ
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、
と
判
断
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
事
由
を
同
時
に

充
足
し
た
場
合
の
み
、
子
会
社
で
生
じ
た
損
失
の
控
除
の
可
能
性
を
使
い
切
っ
て
い
な
い
こ
と
を
条
件
に
、
英
国
の
問
題
の
制
度
は
正
当

化
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。

　
こ
の
加
盟
国
有
利
と
し
た
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
は
、
多
く
の
関
係
者
に
驚
き
を
も
た
ら
し
）
80
（

た
。
そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、

Bachm
ann

事
件
判
決
以
降
、
正
当
化
事
由
の
認
容
に
消
極
的
で
あ
っ
た
が
、M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
は
、
正
当
化
事
由
の
議
論

に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
を
変
更
し
た
画
期
的
な
判
決
と
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
）
81
（

た
。M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
が
下
さ
れ
た
二
〇
〇

五
年
は
、「
直
接
税
の
分
野
に
お
い
て
最
も
刺
激
的
な
一
年
だ
っ
）
82
（

た
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
流
れ
を
変
え
る
よ
う
な

判
）
83
（
決
が
い
く
つ
か
下
さ
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
二
〇
〇
五
年
前
ま
で
の
間
は
直
接
税
分
野
に
お
い

て
も
Ｅ
Ｕ
の
域
内
市
場
の
原
理
を
積
極
的
に
働
か
せ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
二
〇
〇
五
年
以
降
は
慎
重
な
判
断
を
下
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
と
す
る
意
見
が
あ
）
84
（
る
。
換
言
す
れ
ば
、
二
〇
〇
五
年
以
降
は
加
盟
国
の
歳
入
を
確
保
す
る
方
向
に
司
法
裁
判
所
判
断
が
向
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か
っ
て
い
る
と
も
言
い
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
）
85
（
か
。
こ
の
よ
う
な
変
化
に
つ
い
て
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
又
は
そ
の
他

の
Ｅ
Ｕ
諸
機
関
か
ら
の
正
式
な
コ
メ
ン
ト
は
な
い
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
こ
の
変
化
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

Vanistendael

教
授
が
、「
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
二
〇
〇
五
年
前
ま
で
の
間
、
Ｅ
Ｃ
条
約
の
網
に
す
べ
て
の

加
盟
国
の
租
税
制
度
を
捉
え
る
こ
と
を
最
終
目
的
と
し
て
自
由
移
動
の
原
則
の
網
を
益
々
広
げ
て
い
）
86
（
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
定
め
る
自
由
移
動
の
範
囲
を
拡
大
し
、
加
盟
国
の
直
接
税
に
関
す
る
国
内
法
を
そ
の
範
囲
内
に
捉
え
、

そ
の
結
果
、
加
盟
国
の
国
内
法
は
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
自
由
移
動
の
原
則
に
反
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
加
盟
国
の
直
接
税

に
関
す
る
課
税
権
が
、
自
由
移
動
の
範
囲
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
直
接
税
に
関
す
る

課
税
権
は
加
盟
国
が
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
は
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
二
条
な
い
し
六
条
に
排
他
的
権
限
、
共
有
権
限
、
補
充

的
権
限
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
直
接
税
に
関
す
る
権
限
は
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
法
は
加
盟

国
の
国
内
法
に
優
越
す
る
た
め
、
加
盟
国
は
Ｅ
Ｕ
法
を
遵
守
し
た
上
で
そ
の
課
税
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
加
盟
国

は
、
国
内
法
が
自
由
移
動
の
原
則
に
抵
触
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
正
当
性
を
積
極
的
に
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

実
際
に
、
先
決
付
託
が
な
さ
れ
た
直
接
税
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
の
事
件
で
国
内
法
の
正
当
性
が
加
盟
国
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
司
法

裁
判
所
は
そ
れ
ら
の
正
当
化
事
由
を
検
証
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
二
〇
〇
五
年
前
ま
で
の
間
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判

所
は
正
当
化
事
由
を
検
証
は
す
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
認
め
て
お
ら
ず
、
加
盟
国
の
課
税
権
は
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
る
自
由
移
動
の
範
囲
の
拡
大
は
、
そ
の
判
断
の
焦
点
を
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判

断
フ
ロ
ー
に
基
づ
け
ば
、
第
一
段
階
の
「
制
限
・
差
別
」
の
評
価
か
ら
第
二
段
階
の
「
正
当
化
」
の
評
価
へ
シ
フ
ト
さ
せ
た
と
い
え
よ

う
）
87
（
が
、
そ
の
正
当
化
事
由
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
正
当
化
事
由
も
認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
自
由
移
動
の
範
囲
が
拡
大
し
続
け
る
こ
と

は
加
盟
国
の
課
税
権
を
益
々
制
限
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
加
盟
国
が
不
満
を
持
つ
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
こ
の
加
盟
国
の

不
満
が
、
二
〇
〇
五
年
以
降
の
判
例
の
流
れ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
に
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か
か
る
法
務
官M

aduro

の
意
見
「
原
則
と
し
て
、
租
税
制
度
の
秩
序
は
加
盟
国
の
唯
一
の
権
限
で
あ
り
、
そ
の
租
税
制
度
の
対
す
る
共

同
体
の
自
由
の
原
則
の
拡
大
の
影
響
を
是
正
す
る
こ
と
に
有
用
で
あ
る
」
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
裁
判

官
及
び
法
務
官
で
あ
っ
たW

athelet

博
士
は
、M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
で
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
と
い
う
正
当

化
事
由
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
直
接
税
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
る
歳
入
へ
の
重
要
な
影
響
に
つ
い
て
不
満

を
述
べ
た
加
盟
国
政
府
の
多
く
の
声
明
の
陰
湿
な
影
響
で
あ
る
可
能
性
が
あ
）
88
（

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
以
降
の
判
例
の
流
れ
の

変
化
に
つ
い
て
、Vanistendael

教
授
は
、「
強
い
批
判
及
び
Ｅ
Ｕ
憲
法
に
関
す
る
議
論
の
中
に
課
税
権
を
削
減
す
る
政
治
的
脅
威
の
後

ろ
に
あ
）
89
（

る
」
と
述
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
、「
お
そ
ら
く
偶
然
だ
と
思
う
が
、
フ
ラ
ン
ス
、
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
が
欧
州
憲
法
条
約
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
反
対
し
た
と
き
に
、
Ｄ
事
件
判
決
、Blanckaert

事
件
判
決
、
及
びM

arks &
 Spencer

事
件
判
決
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
注

目
さ
れ
て
い
）
90
（

る
」
と
す
る
憶
測
も
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
る
自
由
移
動
の
範
囲
の
拡
大
に
帰
す
る
加
盟
国
の
課
税
権
の
制
限
は
、
正
当
化
事
由
の
認
容

に
よ
っ
て
食
い
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
）
91
（

る
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
正
当
化
事
由
を
認
め
る

こ
と
は
、
加
盟
国
の
課
税
権
を
尊
重
す
る
こ
と
の
表
れ
だ
と
思
わ
れ
る
。

3　

K
rankenheim

事
件
判
決
及
び
Ｋ
事
件
判
決
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
国
外
で
生
じ
た
損
失
の
使
用
に
関
す
る
文
脈
に
お
い
て
、M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
とKrankenheim

事
件
判
決
は
矛
盾
す
る

と
思
わ
れ
）
92
（

る
。M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
に
よ
れ
ば
、
子
会
社
で
生
じ
た
損
失
の
控
除
の
可
能
性
が
あ
れ
ば
グ
ル
ー
プ
リ
リ
ー
フ
税

制
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
も
正
当
化
さ
れ
る
と
判
示
さ
れ
て
お
り
、
子
会
社
が
所
在
す
る
国
に
お
け
る
控
除
の
状
況
が
結
論
に
影
響
を
及

ぼ
す
。
他
方
、Krankenheim

事
件
判
決
に
よ
れ
ば
、
Ｐ
Ｅ
の
所
在
地
国
に
お
け
る
控
除
の
状
況
に
関
係
な
く
、
本
店
の
居
住
地
国
に

国
外
の
損
失
の
控
除
を
認
め
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ず
、
損
失
の
利
用
を
認
め
る
こ
と
は
Ｐ
Ｅ
の
所
在
地
国
の
義
務
で
あ
）
93
（
る
。
こ
の
点
に
つ
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い
て
、
Ｋ
事
件
判
決
は
、
さ
ら
に
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
法
務
官M

engozzi

は
、
Ｋ
事
件
判
決
に
係
る
意
見
書

に
お
い
て
、M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
に
対
す
る
批
判
を
表
明
し
、M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
の
判
例
法
の
放
棄
を
要
求
し
た

が
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
法
務
官M

engozzi

の
意
見
の
影
響
を
受
け
ず
、
こ
の
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
こ
の
機
会
を
利
用
し

てM
arks &

 Spencer

事
件
判
決
の
判
例
法
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
意
見
が
あ
）
94
（
る
。

　
ま
た
、Lang
教
授
は
、「
最
近
の
判
例
法
は
、
租
税
条
約
が
適
用
さ
れ
る
場
面
に
お
け
る
確
立
さ
れ
た
判
例
法
に
つ
い
て
初
期
の
判
例

法
と
は
正
反
対
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、Krankenheim

事
件
判
決
以
降
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
実
質
的
に
判
例
法
を

変
更
し
、（
表
面
上
は
）M

arks &
 Spencer

事
件
判
決
で
採
用
し
た
新
し
い
正
当
化
事
由
で
こ
の
変
更
を
隠
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
）
95
（
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、W

ielocx

事
件
判
決
か
らKrankenheim

事
件
判
決
へ
の
判
例
変
更
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
判
例
の
射
程
（
例
え
ば
、W

ielocx

事
件
判
決
の
射
程
を
保
険
料
・
年
金
掛
金
と
保
険
金
・
年
金
収
入
の
間
の
直
接
的
慣
例
性
が
問
題
に
な

る
場
合
に
限
る
）
に
依
拠
す
る
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
も
残
っ
て
お
り
、
現
時
点
で
はW

ielocx

事
件
判
決
の
判
例
法
が
放
棄
さ
れ
た
と

断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

㈢
　
同
一
の
者
・
同
一
の
租
税
基
準
と
論
理
的
対
称
性
基
準
に
関
係
す
る
判
例

1　

Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ベ
ル
ギ
ー
事
件
判
決
（
二
〇
一
一
）
96
（

年
）

　
本
件
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
フ
ラ
ン
デ
レ
ン
地
域
内
で
居
住
用
住
宅
の
買
い
換
え
を
行
っ
た
場
合
、
新
規
住
宅
の
購
入
に
係
る
租
税
か
ら
売

却
し
た
住
宅
の
購
入
時
に
納
め
た
租
税
（
最
大
一
万
二
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
）
を
控
除
で
き
る
と
い
う
ベ
ル
ギ
ー
法
が
、
資
本
の
自
由
移
動
に
抵

触
す
る
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
が
提
起
し
た
ベ
ル
ギ
ー
政
府
に
対
す
る
義
務
不
履
行
訴
訟
（an action for failure to fulfill obligatio

）
97
（ns

）

で
あ
る
。
な
お
、
本
件
の
状
況
は
純
粋
に
国
内
的
な
状
況
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
買
い
換
え
前
の

最
初
の
購
入
時
に
お
い
て
、
内
外
差
別
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
法
が
適
用
さ
れ
る
旨
判
示
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
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「
ベ
ル
ギ
ー
は
、
フ
ラ
ン
デ
レ
ン
地
域
に
新
た
な
居
所
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
が
他
の
加
盟
国
で
以
前
に
行
わ
れ
た
購
入
に
租
税
を
課

す
権
限
は
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
租
税
上
の
便
益
の
構
造
は
論
理
的
対
称
性
を
反
映
す
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ

う
な
制
度
の
下
で
は
、
租
税
上
の
便
益
と
最
初
に
課
さ
れ
た
租
税
の
間
に
関
連
性
が
存
在
す
る
。
当
該
制
度
は
、
第
一
に
、
同
一
の
納
税

者
、
す
な
わ
ち
同
一
の
者
が
最
初
の
租
税
を
支
払
い
、
か
つ
、
そ
の
相
殺
の
便
益
を
受
け
る
こ
と
、
第
二
に
、
同
一
の
租
税
に
基
づ
く
便

益
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
同
一
の
納
税
者
か
つ
同
一
の
租
税
で
あ
る
二
つ
の
条
件
は
関

連
性
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
で
あ
る
と
考
え
て
き
）
98
（
た
。」
と
判
示
し
、
問
題
の
制
度
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
制
限
は
、
ベ
ル
ギ
ー

税
制
の
一
貫
性
を
保
証
す
る
た
め
の
必
要
性
を
理
由
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
と
結
論
づ
け
た
。

　
本
判
決
は
、
一
見
す
る
と
、
論
理
的
対
称
性
概
念
を
用
い
ず
に
、Bachm

ann

事
件
判
決
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
税
制
一
貫
性
を
認
め
る
こ

と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
同
一
（
の
保
険
契
約
に
基
づ
く
）
取
引
と
い
う
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
Ｋ
事
件
判
決
と
同
様

に
異
な
る
資
産
に
係
る
便
益
と
課
税
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
論
理
的
対
称
性
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
Ｅ
Ｕ
委
員

会
対
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
（
二
〇
一
一
）
99
（

年
）
も
同
様
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
内
に
所
在
す
る
居
住
用
資
産
の
買
い
換
え
に
際
し
て
、
従
前
に
課

さ
れ
た
租
税
を
控
除
で
き
る
と
す
る
国
内
法
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
論
理
的
対
称
性
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い

て
判
断
を
下
し
て
い
る
。

2　

Feilen

事
件
判
）
100
（

決

　
ド
イ
ツ
の
相
次
相
続
控
除
は
、
一
次
相
続
か
ら
一
〇
年
以
内
の
二
次
相
続
時
に
課
さ
れ
る
相
続
税
か
ら
、
一
次
相
続
時
に
ド
イ
ツ
で
課

さ
れ
た
相
続
税
を
控
除
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
は
、
一
次
相
続
は
娘
か
ら
母
親
へ
、
二
次
相
続
は
母
親
か
ら
息
子
へ
財
産
が

相
続
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
と
こ
ろ
、
一
次
相
続
時
、
死
亡
し
た
娘
及
び
母
親
は
と
も
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
居
住
者
で
あ
り
、
娘
が
所
有
し

て
い
た
資
産
に
は
ド
イ
ツ
に
所
在
す
る
資
産
が
な
か
っ
た
た
め
、
一
次
相
続
時
に
は
ド
イ
ツ
の
相
続
税
は
課
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
次
相
続
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か
ら
三
年
後
の
二
次
相
続
時
、
相
続
財
産
に
一
次
相
続
で
取
得
し
た
財
産
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
相
続
人
で
あ
る
ド
イ
ツ
居
住
者
の
息
子

の
相
次
相
続
控
除
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
件
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、「
問
題
の
法
に
規
定
さ
れ
る
控
除
の
結
果
も
た
ら
さ
れ

る
租
税
上
の
便
益
は
、
同
一
の
資
産
の
以
前
の
相
続
に
よ
る
取
得
時
に
相
続
税
が
課
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
直
接
的
に
関
係
し
て
い

る
。
当
該
規
定
の
目
的
は
、
一
〇
年
以
内
に
、
同
一
の
資
産
の
複
数
回
の
移
転
が
あ
っ
た
場
合
に
、
以
前
の
相
続
時
に
お
い
て
相
続
人
で

あ
っ
た
者
に
課
さ
れ
た
相
続
税
に
つ
い
て
、
軽
減
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
れ
ば
、
…
…
ド
イ
ツ
国
外
で
相
続
時
に
課
さ
れ

た
租
税
に
つ
い
て
当
該
規
定
の
特
典
を
適
用
し
な
い
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
政
府
が
取
得
時
に
租
税
を
課
す
こ
と
及
び
当
該
租
税
を
徴
収
す
る

こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
客
観
的
に
関
係
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
相
続
税
を
課
さ
れ
る
よ
う
な
相
続
に
よ
っ

て
資
産
を
取
得
し
た
者
の
み
が
、
当
該
便
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
租
税
上
の
便
益
は
論
理
的
対
称
性
を
反
映
す
る
こ
と
に
は

明
ら
か
で
あ
る
。
仮
に
租
税
上
の
便
益
が
当
該
加
盟
国
で
相
続
税
を
課
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
相
続
財
産
を
取
得
す
る
者
に
ま
で
与
え
ら

れ
る
場
合
、
当
該
論
理
は
崩
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
租
税
上
の
便
益
と
以
前
の
課
税
と
の
間
に
直
接
的
関
連
性
が
存
在
す
）
101
（
る
。」

と
判
示
し
た
。
当
該
判
決
は
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ベ
ル
ギ
ー
事
件
判
決
（
二
〇
一
一
年
）
と
同
じ
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
次
相

続
次
に
課
税
さ
れ
た
相
続
税
を
二
次
相
続
時
に
控
除
す
る
便
益
と
そ
れ
を
相
殺
す
る
一
次
相
続
時
の
相
続
税
課
税
と
の
間
に
は
、
控
除
に

関
係
す
る
相
続
税
と
そ
の
課
税
対
象
と
な
る
資
産
は
対
応
す
る
こ
と
か
ら
直
接
的
な
関
連
性
を
有
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
異
な
る
相
続

が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
対
称
性
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
の
場
合
は
、

一
次
相
続
次
に
課
税
さ
れ
た
相
続
税
を
二
次
相
続
時
に
控
除
す
る
便
益
は
息
子
で
あ
り
、
そ
れ
を
相
殺
す
る
一
次
相
続
時
の
相
続
税
課
税

を
受
け
る
者
は
母
親
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
の
者
が
便
益
と
そ
れ
を
相
殺
す
る
課
税
を
受
け
て
い
な
い
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、

「
特
定
の
状
況
に
お
い
て
は
、
先
の
相
続
時
に
相
続
税
を
支
払
っ
た
者
は
必
然
的
に
死
亡
す
る
た
め
、
同
一
の
納
税
者
に
関
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
件
は
適
用
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
問
題
と
な
る
国
内
法
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目
的
は
、
短
期
間
に
二
回

以
上
の
資
産
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
で
二
重
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
部
分
的
に
防
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
緊
密
な
関
係
に
あ
る
家
族
間
で
相
続
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さ
れ
た
資
産
に
対
す
る
税
負
担
を
あ
る
程
度
軽
減
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
に
関
し
て
、
法
務
官
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
相
続
税
の
控

除
と
先
に
課
さ
れ
た
た
相
続
税
、
す
な
わ
ち
、
租
税
上
の
便
益
と
同
一
の
租
税
、
同
一
の
資
産
及
び
緊
密
な
関
係
に
あ
る
家
族
に
課
さ
れ

た
先
の
租
税
と
間
に
直
接
的
関
連
性
が
存
在
す
）
102
（
る
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

　「
同
一
の
者
」
に
係
る
関
連
性
は
、
税
制
の
一
貫
性
概
念
の
議
論
の
開
始
直
後
か
ら
存
在
し
て
い
た
同
一
の
者
・
同
一
の
租
税
と
い
う

直
接
的
関
連
性
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
四
年
のM

anninen

事
件
判
決
に
係
る
法
務
官Kokott

の

意
見
は
、
一
貫
性
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
立
場
を
変
え
る
べ
き
で
あ
り
、
特
に
、
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

一
貫
性
の
概
念
を
広
げ
る
べ
き
、
す
な
わ
ちM

anninen

事
件
判
決
に
照
ら
せ
ば
、
法
人
と
そ
の
株
主
に
適
用
さ
れ
る
税
制
も
一
貫
性
が

あ
る
と
し
て
見
な
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
提
案
で
あ
）
103
（
る
。
具
体
的
に
は
、
①
同
一
の
納
税
者
で
な
い
場
合
、
同
一
の
所
得
又
は
同
一
の
経

済
事
象
に
租
税
が
課
さ
れ
る
場
合
、
②
租
税
制
度
の
公
的
な
構
造
に
よ
り
、
一
人
の
納
税
者
に
便
益
が
確
実
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
他
の

者
に
対
す
る
不
利
益
が
現
実
に
生
じ
そ
の
金
額
が
同
額
で
あ
る
場
合
に
、
同
一
の
納
税
者
基
準
を
満
た
さ
ず
と
も
、
税
制
の
一
貫
性
に
よ

り
正
当
化
し
う
る
関
連
性
が
存
在
す
る
と
し
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
法
務
官Kokott

の
意
見
に
明
示
的
に
応
答
し
な
か
っ
た
が
、

Lang

教
授
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
彼
女
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
し
た
が
っ
）
104
（
た
。
換
言
す
れ
ば
、「
直
接
的
関
連
性
の
有
無
に
つ
い
て

は
明
確
に
判
断
し
な
か
っ
た
が
、
一
貫
性
の
目
的
が
直
ち
に
差
別
的
な
租
税
上
の
措
置
を
正
当
化
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
）
105
（

た
」
と

Vanistendael

教
授
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、M

anninen

事
件
判
決
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
ひ
っ
そ
り
と
同
一
の
者

基
準
を
引
っ
込
め
、
税
制
一
貫
性
事
由
に
対
す
る
よ
り
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
）
106
（

る
。Feilen

事
件
判
決
に
係

る
法
務
官W

athelet

の
意
見
に
お
い
て
、M

anninen

事
件
判
決
に
係
る
法
務
官Kokott

の
意
見
に
基
づ
き
税
制
の
一
貫
性
事
由
に
対

す
る
同
一
の
者
基
準
を
あ
る
程
度
柔
軟
に
、
本
件
の
場
合
は
あ
る
納
税
者
へ
の
課
税
が
他
の
納
税
者
に
対
す
る
便
益
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ

る
場
合
に
税
制
の
一
貫
性
事
由
に
よ
り
正
当
化
し
う
る
関
連
性
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
を
提
案
し
）
107
（

た
。
Ｅ
Ｕ
司
法

裁
判
所
判
決
も
、
こ
の
法
務
官
意
見
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
っ
た
。M

anninen
事
件
判
決
に
お
い
て
は
、
同
一
の
者
基
準
を
明
示
的
に
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放
棄
し
て
い
な
か
っ
た
が
、Feilen

事
件
判
決
で
は
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
同
一
の
者
基
準
を
放
棄
す
る
こ
と
を
明
示
し

た
。Feilen

事
件
判
決
もM

anninen

事
件
判
決
同
様
、
税
制
の
一
貫
性
概
念
を
柔
軟
に
解
釈
す
る
判
決
で
あ
）
108
（

る
。

三
　
今
後
の
判
決
の
見
通
し

　
二
〇
〇
八
年
以
降
一
〇
年
以
上
経
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
税
制
の
一
貫
性
概
念
を
復
活
さ
せ
）
109
（
た
。
復
活
の
き
っ
か
け
は
、M

arks 

&
 Spencer

事
件
判
決
で
あ
る
。
と
く
に
、
法
務
官M
aduro

の
意
見
は
、Bachm

ann

事
件
判
決
以
降
縮
小
さ
れ
た
税
制
一
貫
性
概
念

を
元
に
戻
す
の
み
な
ら
ず
、Bachm

ann

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
税
制
一
貫
性
概
念
も
拡
張
す
る
方
向
に
導
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
のM

arks &
 Spencer

事
件
判
決
を
含
む
二
〇
〇
五
年
以
降
の
流
れ
を
変
え
る
判
）
110
（

決
が
下
さ
れ
た
背
景
に
は
、
限
定
列
挙
さ
れ
て

い
る
Ｅ
Ｕ
の
権
限
に
、
直
接
税
に
関
す
る
権
限
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
直
接
税
に
関
す
る
課
税
権
は
加
盟
国
に
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
推
測
し
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
一
般
に
、
単
な
る
財
政
上
の
理
由
に
よ
り
自
由
移
動
の
原
則
に
対

す
る
制
限
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
一
貫
し
て
判
示
し
て
い
る
。Seer

教
授
は
、
こ
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
同
意
す

る
と
し
つ
つ
も
、
Ｅ
Ｕ
が
自
ら
歳
入
を
確
保
し
な
い
限
り
、
加
盟
国
の
国
家
財
政
は
加
盟
国
の
主
権
の
範
囲
内
に
留
ま
る
必
要
が
あ
り
、

Ｅ
Ｕ
が
租
税
政
策
を
そ
の
調
和
措
置
か
ら
意
識
的
に
除
外
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
け
ば
、
加
盟
国
が
自
国
の
税
制
を
自
由
に
設
計

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
加
盟
国
は
体
系
的
で
一
貫
し
た
租
税
法
を
維
持
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
）
111
（

る
。

Seer

教
授
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
課
税
権
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
の
財
源
は
加
盟
国
か
ら
の
拠
出
金
及
び
加
盟
国
の
関
税
・
付
加
価
値

税
の
一
）
112
（
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
財
政
学
的
な
議
論
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
的
な
視
点
、
す
な
わ
ち
、
私
人
の
財
産
権
を
侵

害
す
る
課
税
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
も
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
法
務
官M

aduro

の
意
見
に
よ
れ
ば
、
一
方
で

は
、
課
税
権
を
加
盟
国
に
委
ね
る
こ
と
が
域
内
市
場
の
設
立
を
妨
げ
て
は
な
ら
ず
、
自
由
移
動
の
原
則
に
関
し
て
中
立
的
に
使
用
さ
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
他
方
、
自
由
移
動
の
原
則
は
、
加
盟
国
の
租
税
制
度
に
関
し
て
可
能
な
限
り
中
立
的
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
）
113
（

い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
法
務
官
は
、
加
盟
国
の
租
税
制
度
の
整
合
性
と
相
互
中
立
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
域
内
市
場
に
お
け
る

租
税
制
度
の
統
合
と
の
間
の
相
関
関
係
を
創
出
し
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
も
相
互
中
立
性
と
い
う
文
言
は
使
用
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
主
た

る
理
由
に
お
い
て
一
般
に
法
務
官
の
意
見
に
従
い
、
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
損
失
移
転
の
制
限
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
）
114
（
た
。
換
言
す
れ
ば
、

域
内
市
場
に
お
け
る
自
由
移
動
の
原
則
と
加
盟
国
税
制
の
一
貫
性
と
は
相
互
に
作
用
し
合
う
関
係
で
あ
り
、
一
方
を
他
方
の
犠
牲
に
す
る

こ
と
な
く
最
大
の
効
果
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
慎
重
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
そ

の
よ
う
な
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
）
115
（

る
。

　
税
制
の
一
貫
性
事
由
が
認
容
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
直
接
的
関
連
性
の
有
無
又
は
直
接
的
関
連
性
が
存
在
す
る
場
合
で
も
国

内
法
の
追
求
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
行
わ
れ
る
。
直
接
的
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、Bachm

ann

事
件
判
決
を
厳
格
に
解
釈
し
て
、

「
租
税
上
の
便
益
の
付
与
と
租
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
当
該
便
益
の
相
殺
」、「
同
一
の
者
・
同
一
の
租
税
」、「
同
一
の
取
引
」
と
い

う
要
素
を
包
含
し
て
い
た
。「
同
一
の
者
・
同
一
の
租
税
」
と
い
う
要
素
を
明
示
し
た
こ
と
で
、
例
え
ば
、
配
当
控
除
を
含
む
配
当
に
係

る
国
内
法
は
税
制
の
一
貫
性
事
由
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
不
可
能
に
な
っ
）
116
（
た
。
ま
た
、
租
税
条
約
レ
ベ
ル
で
税
制
の
一
貫
性

を
判
断
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
及
びKrankenheim

事
件
判
決
前
ま
で
の
間
の
国
内
法
が
追
求
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、Bachm

ann

事
件
判
決
に
基
づ
く
税
制
一
貫
性
概
念
範
囲
を
狭
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
厳
格
に
狭
く
解
さ
れ
て
き
た
税
制
一
貫

性
概
念
は
、Krankenheim

事
件
判
決
で
導
入
さ
れ
た
論
理
的
対
称
性
概
念
に
よ
っ
て
、
直
接
的
関
連
性
の
三
つ
の
構
成
要
素
、
租
税

条
約
レ
ベ
ル
の
判
断
ア
プ
ロ
ー
チ
及
び
国
内
法
目
的
要
件
の
す
べ
て
に
対
し
て
、
新
た
な
基
準
を
打
ち
立
て
た
。

　
他
方
、
論
理
的
対
称
性
に
基
づ
く
税
制
一
貫
性
事
由
は
、
課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
事
由
と
併
せ
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

M
arks &

 Spencer

事
件
判
決
と
そ
の
法
務
官
意
見
と
の
関
係
の
よ
う
に
明
示
し
て
は
い
な
い
が
同
等
の
意
味
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
場

合
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
税
制
一
貫
性
概
念
の
議
論
に
お
い
て
、
論
理
的
対
称
性
が
用
い
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
たM

arks &
 Spencer
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事
件
判
決
及
びLidl Belgium

事
件
判
決
に
お
い
て
は
課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
事
由
の
議
論
で
対
称
性
概
念
を
用
い
て
お
り
、
個
々

で
の
対
称
性
は
い
ず
れ
も
、
例
え
ば
国
内
法
に
お
け
る
所
得
と
損
失
の
関
係
を
指
し
て
お
り
、
同
義
に
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
、
対
称
性
を
根
拠
と
す
る
税
制
一
貫
性
事
由
又
は
課
税
権
の
均
衡
配
分
事
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
結
果
、
例
え
ば
国
外
Ｐ
Ｅ
の
損

失
を
合
算
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
源
泉
地
国
課
税
原
則
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
と
に
な
）
117
（
る
。

　
論
理
的
対
称
性
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、Bachm

ann

事
件
判
決
を
厳
格
に
解
釈
し
た
直
接
的
関
連
性
ア

プ
ロ
ー
チ
及
び
租
税
条
約
レ
ベ
ル
で
の
判
断
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
適
用
対
象
は
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
現
時
点
で
は
、
完
全
に
有
効
で
な

く
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。
租
税
条
約
レ
ベ
ル
で
の
判
断
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
二
〇
一
八

年
のBevola and Jens

事
件
判
）
118
（
決
は
、
原
則
と
し
て
国
外
Ｐ
Ｅ
の
所
得
及
び
損
失
は
本
店
の
課
税
所
得
に
合
算
し
な
い
と
こ
ろ
、
納
税

者
が
ジ
ョ
イ
ン
ト
制
度
を
選
択
し
た
場
合
に
は
国
外
Ｐ
Ｅ
の
所
得
及
び
損
失
を
本
店
の
課
税
所
得
と
合
算
で
き
る
と
す
る
国
内
法
が
問
題

と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
制
度
を
選
択
し
な
け
れ
ば
所
得
も
損
失
も
合
算
せ
ず
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
制
度
を
選
択
す
れ

ば
所
得
と
損
失
を
合
算
す
る
こ
と
に
な
り
、
便
益
（
損
失
の
合
算
）
と
そ
れ
を
相
殺
す
る
課
税
（
所
得
の
合
算
）
と
の
間
に
直
接
的
関
連
性

が
存
在
す
る
と
し
、
当
該
国
内
法
の
追
求
す
る
目
的
は
担
税
力
の
確
保
で
あ
り
、
そ
の
目
的
に
も
か
な
う
制
度
で
あ
る
と
判
示
し
、
税
制

一
貫
性
を
事
由
と
し
て
問
題
の
国
内
法
は
正
当
化
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
は
、
論
理
的
対
称
性
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、

Bachm
ann

事
件
判
決
を
厳
格
に
解
釈
し
た
直
接
的
関
連
性
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、Bachm

ann

事
件
判
決
を

厳
格
に
解
釈
し
た
直
接
的
関
連
性
ア
プ
ロ
ー
チ
も
未
だ
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
税
制
一
貫
性
概
念
は
、
複
数
の
基
準
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
て
お
り
、
法
的
安
定
性
が
担
保
で
き
て
い
る
と
は
言
い
難

い
と
考
え
る
。
近
年
の
傾
向
は
、
税
制
一
貫
性
概
念
を
拡
大
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
お
り
、
加
盟
国
に
有
利
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

納
税
者
の
立
場
か
ら
は
よ
り
明
確
な
基
準
の
提
示
を
望
む
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
の
指
標
と
し
て
源
泉
地
国
課
税
原
則
が
有
益
で
は

な
い
か
と
す
る
意
見
が
あ
）
119
（

る
。
こ
れ
ま
で
の
変
遷
を
た
ど
る
と
、
今
後
、
新
た
な
基
準
が
追
加
さ
れ
な
い
と
は
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
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引
き
続
き
税
制
一
貫
性
概
念
議
論
の
動
向
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
定
め
る
自
由
移
動
の
原
則
に
抵
触
す
る
よ
う
な
加
盟
国
の
国
内
法
が
、
税
制
の
一
貫
性
事
由
に
よ
り
正
当
化
さ
れ

う
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
を
判
例
か
ら
整
理
し
分
析
し
た
。
二
〇
〇
五
年
のM

arks &
 Spencer

事
件
判
決
を
区
切
り
に
、
税
制
の

一
貫
性
事
由
が
再
興
し
、
当
該
正
当
化
事
由
以
外
に
も
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
均
衡
配
分
維
持
、
租
税
回
避
防
止
、
及
び
損
失
の
二
重
控

除
防
止
と
い
う
正
当
化
事
由
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
税
制
一
貫
性
の
概
念
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
を
変
更
さ
れ

続
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
域
内
市
場
と
加
盟
国
の
課
税
権
の
い
ず
れ
に
も
最
大
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
結
論
づ

け
た
。
今
後
、
直
接
税
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
立
法
の
進
捗
度
合
（
例
え
ば
、
共
通
連
結
法
人
税
課
税
標
準
の
導
入
議
論
な
ど
）
や
国
際
的
な
租
税
に

関
す
る
問
題
に
対
す
る
取
り
組
み
（
例
え
ば
、
租
税
回
避
対
策
な
ど
）
も
、
税
制
一
貫
性
の
概
念
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）  

Ｅ
Ｕ
法
と
は
、
欧
州
連
合
条
約
（the Treaty on European U

nion

：
以
下
「
Ｅ
Ｕ
条
約
」
と
い
う
）、
欧
州
連
合
機
能
条
約
（the Treaty 

of the Functioning of the European U
nion

：
以
下
「
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
」
と
い
う
）、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
、
判
例
法
及
び
法
の
一
般
原
則
及
び

こ
れ
ら
に
基
づ
く
派
生
法
な
ど
を
い
う
。
ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
Ｅ
Ｃ
法
及
び
Ｅ
Ｕ
法
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
庄
司
克
宏
『
新
Ｅ
Ｕ

法
　
基
礎
編
』 （
岩
波
書
店
　
二
〇
一
三
年
）、
同
『
新
Ｅ
Ｕ
法
　
政
策
編
』 （
同
　
二
〇
一
四
年
）
に
倣
っ
て
い
る
。

（
2
）  

判
例
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
法
の
優
越
性
が
確
立
し
た
。Case 6/64 Costa v EN

EL ﹇1964

﹈ ECR 1195.

（
3
）  

Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
三
六
条
（
輸
入
・
輸
出
数
量
制
限
の
禁
止
の
例
外
）、
四
五
条
三
項
（
労
働
者
の
自
由
移
動
の
例
外
）、
五
二
条
（
開
業
の
自
由

の
例
外
）、
六
二
条
（
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
の
例
外
）、
六
五
条
（
資
本
の
自
由
の
例
外
）。

（
4
）  

直
接
税
に
関
す
る
事
件
で
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
た
正
当
化
事
由
と
し
て
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
加
盟
国
税
制
の
一
貫
性
事
由
以
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外
に
、
有
効
な
税
務
行
政
の
保
護
、
租
税
債
務
の
徴
収
確
保
の
必
要
性
等
が
あ
る
。

（
5
）  See e.g. Case C -279/93 Schum

acker 

﹇1995

﹈ ECR I -225, paras. 21, 26; and Case C -250/95 Futura Participations 

﹇1997

﹈ 
ECR I -2471, para. 19.

（
6
）  
直
接
税
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
一
〇
七
条
一
項
（
国
家
援
助
）
で
争
わ
れ
る
事
件
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

（
7
）  
判
例
で
認
め
ら
れ
た
正
当
化
事
由
は
、
加
盟
国
の
非
差
別
適
用
措
置
が
争
わ
れ
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
判
例
法
に
よ

れ
ば
、
直
接
税
の
分
野
に
お
い
て
は
、
判
例
で
認
め
ら
れ
た
正
当
化
事
由
が
適
用
さ
れ
、
明
文
に
よ
る
適
用
除
外
規
定
は
、
ほ
と
ん
ど
適
用
さ
れ

な
い
。See e. g. Sm

it, D
aniel, EU

 Freedom
s, N

on-EU
 Countries and Com

pany Taxation, Alphen aan den Rijn 2012, Eucotax 
series on European taxation, v. 36, pp. 248, 250; Vapaavuori, Ahti, O

n Justification in EC Tax Law, 40 Scandinavian studies in 
law

 375 （2003
）, p. 375.

（
8
）  

英
語
表
記
はcohesion
又
はcoherence

、
フ
ラ
ン
ス
語
表
記
はcohérence

で
あ
る
。

（
9
）  Case C -204/90 Bachm

ann ﹇1992

﹈ ECR I -276.

（
10
）  Vanistendael, Frans, Cohesion: the Phoenix rises from

 his ashes, 14 EC Tax Review
 208 （2005

）, p. 216.

（
11
）  Case C -157/07 Krankenheim
 Ruhesitz am

 W
annsee-Seniorenheim

statt ﹇2008

﹈ ECR I -08061.

（
12
）  Bachm

ann ﹇1992

﹈ paras. 21 -23.

（
13
）  Bachm

ann ﹇1992

﹈ paras. 26 -28.

（
14
）  Vanistendael, supra note 10, p. 216.

（
15
）  Case C -35/98 Verkooijen ﹇2000

﹈ ECR I -4113.

（
16
）  Case C -107/94 Asscher ﹇1996

﹈ ECR I -3113.

（
17
）  Asscher ﹇1996

﹈ para. 58.

（
18
）  See e. g. Case C -136/00 D

anner ﹇2002

﹈ ECR I -8171, para. 36; Case C -385/00 D
e G

root ﹇2002

﹈ ECR I -11838, para. 108.

（
19
）  See e. g. Case C -168/01 Bosal H

olding ﹇2003

﹈ ECR I -9430, para. 29; Case C -319/02 M
anninen ﹇2004

﹈ ECR I -7498, para. 
42.

（
20
）  

同
旨
の
も
の
と
し
て
、Brokelind, Cécile and W

attel, Peter, Free M
ovem

ent and Tax Base Integrity, in W
attel, J. Peter et al. 

（eds.

）, Terra/W
attel European Tax Law

 volum
e 1 ‒ G

eneral Topics and D
irect Taxation 7th ed., Alphen aan den Rijn 2018, p. 
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681.

（
21
）  O

pinion of Advocate G
eneral La Pergola delivered on 14 D

ecem
ber 1999 in Case C -35/98 Verkooijen ﹇2000

﹈ ECR I -4113, 
para. 7.

（
22
）  Vanistendael, supra note 10, p. 217.

（
23
）  Case C -80/94 W

ielockx ﹇1995

﹈ ECR I -2493.

（
24
）  W

ielockx ﹇1995

﹈ para. 24.

（
25
）  Vanistendael, supra note 10, p. 216.

（
26
）  

同
旨
の
も
の
と
し
て
、Ibid, at 212.

（
27
）  Ibid, at 217.

（
28
）  Case C -436/00 X and Y ﹇2002

﹈ ECR I -10847.

（
29
）  Case C -269/07 Com

m
ission v. G

erm
any ﹇2009

﹈ ECR I -7811.

（
30
）  

同
旨
の
も
の
と
し
て
、W

eber, D
ennis, An Analysis of the Past, Current and Future of the Coherence of the Tax System

 as 
justification, 24 EC Tax Review

 43 （2015

）, pp. 44 seqq.

（
31
）  Krankenheim

 ﹇2008

﹈, para. 42.

（
32
）  Case C -322/11 K, ECLI:EU

:C:2013:716.

（
33
）  

同
旨
の
も
の
と
し
て
、Anton, Ricardo G

arcia, The Lim
its on Tax Sovereignty Im

posed by the Interpretation of Supranational 
Law, in Pistone, Pasqual （ed.

）, European Tax Integration: Law, Policy and Politics, Am
sterdam

 2018, p. 474.

（
34
）  K ﹇2013

﹈ para. 67.

（
35
）  K ﹇2013

﹈ para. 68.

（
36
）  K ﹇2013

﹈ para. 69.

（
37
）  K ﹇2013

﹈ para. 70.

（
38
）  N

eyt, Robert and Peeters, Steven, Balanced Allocation and Coherence: Som
e Thoughts in Light of Argenta and K, 23 EC 

Tax Review
 64 （2014

）, p. 70.

（
39
）  Case C -242/03 W

eidert and Paulus ﹇2004

﹈ ECR I -7391.
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（
40
）  Case C -345/05 Com

m
ission v Portugal ﹇2006

﹈ ECR I -10635.

（
41
）  Case C -443/06 H

ollm
ann ﹇2007

﹈ ECR I -8494.
（
42
）  Case C -9/02 H

ughes de Lasteyrie du Saillant ﹇2004

﹈ ECR I -2431.
（
43
）  Lasteyrie ﹇2004

﹈, para. 67.
（
44
）  See e. g. Case C -315/02 Lenz ﹇2004

﹈ ECR I -7081; Case C -292/04 M
eilicke ﹇2007

﹈ ECR I -1872.

（
45
）  Case C -319/02 M

anninen ﹇2004

﹈ ECR I -7498.

（
46
）  M

anninen ﹇2004

﹈ para. 45.

（
47
）  M

anninen ﹇2004

﹈ para. 46.

（
48
）  M

anninen ﹇2004
﹈ para. 48.

（
49
）  

同
旨
の
も
の
と
し
て
、W

eber, supra note 30, p. 49.

（
50
）  W

attel, J. Peter, The EC Court

’s A
ttem

pts to Reconcile the Treaty Freedom
s w

ith International Tax Law, 33 Com
m
on  

M
arket Law

 Review
 223 （1996

）, p. 240.

（
51
）  H

innekens, Luc and Schelpe, D
irk, Case Law, 1 EC Tax Review

 59 （1992

）, p. 58.

（
52
）  Knobbe-keuk, Brigitte, Restrictions on the Fundam

ental Freedom
s Enshrined in the EC Treaty by D

iscrim
inatory Tax  

Provisions, 3 EC Tax Review
 74 （1994

）, pp. 79 -85.

（
53
）  H

innekens and Schelpe, supra note 51, p. 59; Knobbe-keuk, supra note 52, pp. 80 -81.

（
54
）  Asscher ﹇1996

﹈, para. 58.

（
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）  O

pinion of AG
 La Pergola, C -35/98 Verkooijen ﹇2000

﹈, para. 6.

（
56
）  

同
旨
の
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の
と
し
て
、W

attel, supra note 50, p. 225.

（
57
）  

同
旨
の
も
の
と
し
て
、Ibid, at 241.

（
58
）  Vapaavuori, Ahti, O

n Justification in EC Tax Law, 40 Scandinavian studies in law
 375 

（2003

）, p. 389; W
attel, supra note 

50, p. 241.

（
59
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 ﹇2006

﹈ ECR I -7409.

（
60
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ational G
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﹈ ECR I -12307.



EU 司法裁判所で認められた加盟国税制の一貫性事由に関する一考察

89

（
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）  Case C -164/12 D

M
C, ECLI:EU

:C:2014:20.

（
62
）  Case C -388/14 Tim

ac Agro D
eutschland, ECLI:EU

:C:2015:829.
（
63
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